
徳
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
号

徳
島
県
教
育
委
員
会
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。

令
和
二
年
一
月
七
日

徳
島
県
教
育
委
員
会
教
育
長

美

馬

持

仁

徳
島
県
教
育
委
員
会
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
規
則

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
（
令
和
元
年
徳
島

県
条
例
第
十
九
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
別
に
定
め
る
も
の
を
除
く
ほ
か

、
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
及
び
費
用
弁
償
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
会
計
年
度
任
用
職
員
の
範
囲
）

第
二
条

条
例
第
二
条
第
一
号
の
任
命
権
者
が
定
め
る
職
員
は
、
教
育
委
員
会
の
事
務
部
局
に
勤
務
す
る

職
員
と
す
る
。

（
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
及
び
費
用
弁
償
）

第
三
条

会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
及
び
費
用
弁
償
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
会
計
年
度
任
用
職
員
の

給
与
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
規
則
（
令
和
元
年
徳
島
県
規
則
第
二
十
五
号
）
の
例
に
よ
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
同
規
則
第
八
条
第
二
項
中
「
会
計
年
度
任
用
職
員
の
任
用
等
に
関
す
る
規
則
（
令
和
元

年
徳
島
県
規
則
第
二
十
四
号
）
」
と
あ
る
の
は
「
徳
島
県
教
育
委
員
会
の
任
命
に
係
る
会
計
年
度
任
用

職
員
の
任
用
等
に
関
す
る
規
則
（
令
和
二
年
徳
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
一
号
）
」
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


